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芦屋町特定事業主行動計画 

 

Ⅰ．総論 

１．目的 

我が国における急速な少子化の進行等により、次代の社会を担う子どもたちが健や

かに生まれ、かつ、育成される環境を社会全体として整備するため、平成１５年７月

に「次世代育成支援対策推進法」が成立しました。 

また、女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍でき

る環境を整備するため平成２７年８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律」が成立しました。 

これら２つの法律に基づき、平成２８年度に「芦屋町特定事業主行動計画」を策定

し、仕事と生活の調和の取れた職場環境づくりの実現を図ってきました。この計画が

令和３年３月末をもって満了となることから、令和３年度以降の５年間を計画期間と

する計画を今回策定するものです。令和 6 年 9 月には、「こども未来戦略方針」に沿

って、男性の育児休業の取得率目標を改定しました。 

この計画は、芦屋町長、芦屋町議会議長、芦屋町教育委員会、芦屋町選挙管理委員

会、芦屋町代表監査委員、芦屋町農業委員会、芦屋町モーターボート競走事業管理者

が策定する特定事業主行動計画です。 

この計画を職員一人ひとりが自分自身に関わるものととらえ、次代の社会を担う子

どもたちを育成する必要性を強く認識し、また女性活躍の推進に向け、互いに助け合

い、仕事と生活の調和の取れた職場環境づくりを目指し取り組んでいきます。 

２．計画期間 

 令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間 

３．推進体制 

（１）次世代育成支援対策及び女性の活躍を効果的に推進するため、人事協議会等に

おいて、本計画の策定、実施状況等について協議を行います。 

（２）職員に対して次世代育成支援対策及び女性活躍推進に関する情報提供等を行い

ます。 

（３）本計画に基づく取組の実施状況を年度ごとに公表します。
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Ⅱ．内容に関する具体的事項 

１．職員の勤務環境に関する事項 

(１) 妊娠中及び出産後の勤務等における配慮 

① 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇の制度につ

いて周知徹底を図ります。 

② 出産費用の給付等の経済支援措置について周知徹底を図ります。 

③ 管理職員は妊娠中及び出産後の職員の健康や安全に配慮し、必要に応じた業

務分担の見直し等を行います。 

④ 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ時間外勤務を原則として命じな

いこととします。 

 

(２) 子どもの出生時における父親の休暇の取得促進 

子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得促進について周

知徹底を図ります。 

 

(３) 育児休業等を取得しやすい環境の整備 

※育児休業等…育児休業、妻が出産する場合の特別休暇、育児参加休暇 等 

① 育児休業等に関する資料を配付し、制度の周知を図るとともに、男性職員の

育児休業等の取得促進について周知徹底を図ります。 

② 育児休業等の取得手続きや経済的な支援についての情報提供を行います。 

③ 職員が育児休業を取得する際は、業務に支障が出ないよう、職場内の業務分

担の見直しを行い、必要に応じて、人事異動や会計年度任用職員等の代替要

員の確保に努めます。 

④ 育児休業を取得した職員へ職場の情報提供を行い、復帰に向けた不安の軽減

を図ります。 

 

【目標】育児休業（1 週間以上）の取得率について、男性８５％、女性１００％

を目指します。 

 

［表１］育児休業（1 週間以上）の取得率 

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ 

男性 ０％ ９．１％ ０％ ０％ 

女性 １００％ １００％ １００％ １００％ 

     

 

 



3 
 

(４) 時間外勤務の縮減 

① 時間外勤務の上限である月 45 時間・年 360 時間を原則超えて勤務させな

いよう努めます。 

② 小学校就学前の子どもを養育している職員の深夜勤務及び時間外勤務を制限

する制度について周知徹底を図ります。 

③ 時間外勤務の特に多い部署については、管理職員に対し注意喚起を行います。 

④ やむを得ず時間外勤務の多い職員に対して、健康面における配慮を充実させ

ます。 

⑤ 各職員の時間外勤務状況を把握し、時間外勤務の多い部署・係については業

務量等を確認し、事務の合理化を図るとともに適正な人員配置を行います。 

 

(５) 休暇の取得促進 

① 管理職員に課員の年次休暇の取得状況を把握・指導させ、休暇の計画的な取

得促進を図ります。 

② 夏期休暇は各職場で計画表を作成する等、取得の徹底を図ります。 

③ 子どもの病気等の際には、子の看護休暇や年次休暇の取得促進を図ります。 

 

【目標】職員の年次休暇の平均取得日数を１２日以上とすることを目指します。 

 

［表２］年度別年次休暇の平均取得日数 

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ 

日数 １１．０日 １１．７日 １１．０日 １１．５日 

 

(６) 任期付職員及び会計年度任用職員等の任用 

① 任期付職員及び会計年度任用職員等については、職務の内容や勤務形態等に

応じて適切に任用します。 

② 勤務条件等を明示し、適正な運用に努めます。 
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２．その他の次世代育成支援対策に関する事項 

(１) 子育てバリアフリーの推進 

子ども連れの方が気兼ねなく来庁できるよう、親切・丁寧な応対等のソフト面

でのバリアフリーの取組を推進します。 

 

(２) 子ども・子育てに関する地域貢献活動 

① 子どもの豊かな人間性を育むため、地域におけるスポーツや文化活動等への

職員の積極的な参加を支援します。 

② 子どもを交通事故から守るため、地域の交通安全活動への職員の積極的な参

加を支援します。 

③ 子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域の防犯活動や

少年非行防止活動等への職員の積極的な参加を支援します。 

 

(３) 子どもとふれあう機会の充実 

レクリエーション活動の実施にあたっては、子どもを含めた家族全員が参加で

きるようにします。 

 

３．女性職員の活躍推進に関する事項 

(１) 女性職員の採用 

職員の採用については、今後も公正公平な選考を行い、男女問わず優秀な人材の確

保に努めます。 

 

［表３］新規採用職員の男女比率（一般事務職） 

採用年度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

性別 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

受
験 

人数 73 人 26 人 99 人 75 人 52 人 127 人 54 人 42 人 96 人 

割合 73.7% 26.3% 100.0% 59.1% 40.9% 100.0% 56.2% 43.8% 100.0% 

採
用 

人数 5 人 1 人 6 人 3 人 1 人 4 人 4 人 0 人 4 人 

割合 83.3% 16.7% 100.0% 75.0% 25.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

採用年度 Ｒ１ Ｒ２ 

性別 男 女 計 男 女 計 

受
験 

人数 78 人 50 人 128 人 30 人 36 人 66 人 

割合 60.9% 39.1% 100.0% 45.5% 54.5% 100.0% 

採
用 

人数 3 人 3 人 6 人 1 人 0 人 1 人 

割合 50.0% 50.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 
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(２) 女性職員の登用 

【目標】女性職員の役職者（係長以上）の登用率を、令和７年度までに 

２０％以上とすることを目指します。 

 

［表４］役職者（係長以上）の男女比率（行政職） 

役職等 年月日 Ｈ28.4.1 Ｈ29.4.1 Ｈ30.4.1 Ｈ31.4.1 R2.4.1 

課長級 

人数 a 21 人 20 人 22 人 21 人 21 人 

うち女性 b 3 人 1 人 2 人 3 人 3 人 

割合(b/a)   14.3% 5.0% 9.1% 14.3% 14.3% 

係長職 

人数 c 39 人 40 人 39 人 40 人 40 人 

うち女性 d 7 人 8 人 7 人 6 人 6 人 

割合(d/c)   17.9% 20.0% 17.9% 15.0% 15.0% 

合計 

人数(a+c) e 60 人 60 人 61 人 61 人 61 人 

うち女性(b+d) f 10 人 9 人 9 人 9 人 9 人 

割合(f/e)   16.7% 15.0% 14.8% 14.8% 14.8% 

 

(３) 人事管理の配慮 

① 福岡県市町村職員研修所等と連携し、女性職員向けの研修への参加を推進し、

意識啓発を図ります。 

② 性別にとらわれない人事配置を行い、男女問わず能力を充分に発揮すること

ができる組織風土を醸成します。 

 


